
第９８期  中間決算公告

平成20年12月19日 福岡市中央区天神二丁目13番1号

株式会社　福 岡 銀 行
取締役頭取　谷　 正 明

中間貸借対照表（平成２０年９月３０日現在）
(単位：百万円)

科　　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

現 金 預 け 金 280,336 預 金 6,771,623

コ ー ル ロ ー ン 93,002 譲 渡 性 預 金 367,049

債券貸借取引支払保証金 55,078 コ ー ル マ ネ ー 152,458

買 入 金 銭 債 権 153,019 債券貸借取引受入担保金 55,196

特 定 取 引 資 産 3,447 借 用 金 216,961

有 価 証 券 1,586,175 外 国 為 替 599

貸 出 金 5,817,485 社 債 105,596

外 国 為 替 4,910 そ の 他 負 債 68,839

そ の 他 資 産 87,722 未 払 法 人 税 等 9,012

有 形 固 定 資 産 139,247 リ ー ス 債 務 618

無 形 固 定 資 産 9,826 そ の 他 の 負 債 59,208

繰 延 税 金 資 産 30,144 利 息 返 還 損 失 引 当 金 1,090

支 払 承 諾 見 返 53,872 睡眠預金払戻損失引当金 2,887

貸 倒 引 当 金 △ 78,771 その他の偶発損失引当金 167

再評価に係る繰延税金負債 32,402

支 払 承 諾 53,872

負 債 の 部 合 計 7,828,745

( 純 資 産 の 部 )

資 本 金 82,329

資 本 剰 余 金 60,480

資 本 準 備 金 60,479

そ の 他 資 本 剰 余 金 1

利 益 剰 余 金 211,790

利 益 準 備 金 46,520

そ の 他 利 益 剰 余 金 165,269

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 562

別 途 積 立 金 144,220

繰 越 利 益 剰 余 金 20,487

株 主 資 本 合 計 354,600

その他有価証券評価差額金 6,558

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 1,316

土 地 再 評 価 差 額 金 46,910

評価・換算差額等合計 52,152

純 資 産 の 部 合 計 406,753

資 産 の 部 合 計 8,235,499 負債及び純資産の部合計 8,235,499
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103,763

76,612

( 58,404 )

( 14,639 )

16,153

93

3,380

7,524

87,430

20,489

( 9,755 )

6,841

7,455

37,871

14,772

16,333

85

85

929

913

16

15,489

8,846

△2,620

9,262

経 常 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

( う ち 預 金 利 息 )

役 務 取 引 等 費 用

　平成20年4月 1日から

  中間損益計算書
　平成20年9月30日まで

(単位：百万円)

科　　　　　　　　　　目　 金　　　　　　　　　　額

経 常 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

(うち貸出金利息)

(うち有価証券利息配当金)

役 務 取 引 等 収 益

法人税､住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

中 間 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

固 定 資 産 処 分 益

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

－2－



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．

２．

３．

　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

４．

建　物　　３年～５０年
その他　　２年～２０年

５．

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しておりま
す。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署
から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を
行っております。

上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォルト
率等に基づき計上しております。

引当金の計上基準

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権に
ついては,債権額から,担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法
（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、そ
の他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価
法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法によ
り処理しております。

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者のう
ち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることがで
きる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金
額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き
当てております。

特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格
差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引
の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上すると
ともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上
しております。

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有価証券、
金銭債権等については前期末と当中間期末における評価損益の増減額を、派生商品については前
期末と当中間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

有価証券の評価基準及び評価方法

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時
価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済し
たものとみなした額により行っております。

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

固定資産の減価償却の方法

　　（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　　（2）無形固定資産（リース資産を除く）

　　（1）貸倒引当金

　　（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期

間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価
保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
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過去勤務債務

数理計算上の差異

６． 外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建て資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

７． リース取引の処理方法

８．

９．

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延
ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変
動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、
ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在する
ことを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

　　（1）金利リスク・ヘッジ

　　（2）為替変動リスク・ヘッジ

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金に関して、過去の支払実績等を勘案して
必要と認められる額を計上しております。

　　（4）睡眠預金払戻損失引当金

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商
品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報
告第２４号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対
象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグ
ルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについ
ては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしており
ます。

利息返還損失引当金は、平成１７年度において子会社であった株式会社福岡カードを合併した
際に承継した権利・義務にかかるもので、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息等の返還
請求に備えるため必要な額を計上しております。

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（１０年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生
の翌期から損益処理。

　　（2）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。ま
た、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。

発生年度に全額を処理。

　　（3）利息返還損失引当金

　　（5）その他の偶発損失引当金
その他の偶発損失引当金は、業務上発生する可能性のある偶発損失を見積り、必要と認められ

る額を計上しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に
開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま
す。

ヘッジ会計の方法
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

表示方法の変更

　（中間貸借対照表関係）
　「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を
改正する内閣府令」（内閣府令第４４号平成２０年７月１１日）により改正され、平成２０年４
月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から「その他負
債」中の「未払法人税等」、「リース債務」及び「その他の負債」を内訳表示しております。

　（リース取引に関する会計基準）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号平成
１９年３月３０日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴
い、当中間期から同会計基準及び適用指針を適用しております。

　これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は６２１百万円、「その他
負債」中のリース債務は６１８百万円増加しておりますが、損益に与える影響額は軽微でありま
す。
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１． 　関係会社の株式（及び出資額）総額 百万円

２．

３．

４． 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は542百万円であります。

５． 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は60,163百万円であります。

６．

なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

７．

８． 　担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　　現金預け金 百万円
　　有価証券 百万円
　　その他資産 百万円

　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　コールマネー 百万円

百万円
　　借用金 百万円

９．

72,000

当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出
を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,349,940百万円で
あります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
2,215,386百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられて
おります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約
後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直
し、与信保全上の措置等を講じております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。

　また、その他資産のうち保証金は1,918百万円であります。

なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しており
ますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

55,196
103,400

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
224,503百万円、その他資産12百万円を差し入れております。

　　債券貸借取引受入担保金

2,450
575,099

116

29,937

5,326

注記事項

　（中間貸借対照表関係）

　貸出金のうち、破綻先債権額は22,290百万円、延滞債権額は85,928百万円であります。

  現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は45,411
百万円、当中間期末に当該処分をせずに所有しているものは9,588百万円であります。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
168,925百万円であります。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で
きる権利を有しておりますが、その額面金額は62,774百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出
金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法
施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項
第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は
支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延
している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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１０．

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日

同法律第３条第３項に定める
再評価の方法

百万円

１１． 　有形固定資産の減価償却累計額 百万円

１２．

１３．

１４．

１５．

１６． 　銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率 9.56 ％

１．

２． １株当たり中間純利益金額 12 円　51銭

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土
地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公
布政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づ
き、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな
る土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しておりま
す。

19,168

　社債には、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）80,000百万円が含まれております。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間期末における時価の合計額と当該事
業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

51,255

借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
111,200百万円が含まれております。

　（中間損益計算書関係）

「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額13,826百万円を含んでおります。

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に
対する当行の保証債務の額は37,830百万円であります。

　１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　549円  70銭
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１．

（注）

２．

３．

（注） 1.

（追加情報）

2.

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

　要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

　正常先

（追加情報）

時価は、合理的に算定された価額に基づいて評価しております。

売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を
時価とみなせない状況であると判断し、経営者の合理的な見積もりに基づく合理的
に算定された価額を時価としております。その結果、市場価格を時価として算定し
た場合と比べて有価証券が13,547百万円増加、繰延税金資産が5,457百万円減少、そ
の他有価証券評価差額金が8,090百万円増加しております。

評価差額（百万円）

55,872

236,567
22,042

中間貸借対照表計上額
（百万円）

82,784 26,912

481,155

従来は、その他有価証券で時価のあるもののうち、時価が取得価額の30％以上下落
した銘柄については、全て当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価
差額を当年度の損失として減損処理しておりましたが、当中間期より減損判定基準
を金融環境の変化等をふまえ、上記基準に変更しております。この変更により有価
証券の減損額は、10,420百万円減少しております。

中間貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

当中間期における減損処理額は、2,273百万円（うち株式199百万円、債券2,073百万
円）であります。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産
の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めており
ます。

△ 1,950
△ 767
△ 32

△ 1,150

取得原価（百万円）

578,222

時価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）

92,757

92,757

差額（百万円）

99,771

99,771

7,014

7,014

　（有価証券関係）

　満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成２０年９月３０日現在）

債券
株式

838,782 836,832

　子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。

　その他有価証券で時価のあるもの（平成２０年９月３０日現在）

国債

合計

　社債

　国債
　地方債

237,334
22,075

579,373
その他

合計

495,507

1,390,163 1,400,772

△ 14,352

10,609

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、法的・
形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営
破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行
会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先
以外の発行会社であります。

その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価額）のあるもののう
ち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価
まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間
貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減
損処理」という。）しております。

時価が取得原価に比べて50％以上下落又は、
時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落
したもので市場価格が一定水準以下で推移等

中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により、
計上したものであります。
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４．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２０年９月３０日現在）

　

百万円

百万円

繰延税金資産

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のと
おりであります。

　　投資事業有限責任組合等 7,884

　（税効果会計関係）

　貸倒引当金損金算入限度超過額 29,415

　有価証券償却

　退職給付引当金損金算入限度超過額

　　非上場株式 7,683

　　優先出資証券 25,000

その他有価証券

　　事業債 46,619

　　子会社・子法人等株式 3,304

　　関連法人等株式 1,986

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

内　　　　容 金額（百万円）

満期保有目的の債券 ―

　減価償却損金算入限度超過額

2,235

繰延税金資産小計

6,901

1,554

8,394
48,502

　その他

　退職給付信託設定益

繰延税金負債合計
繰延税金資産（負債）の純額

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

　固定資産圧縮積立金

　その他有価証券評価差額金

△ 3,545

44,957

△ 533

△ 10,223

△ 4,050

　（重要な後発事象）

当行、株式会社熊本ファミリー銀行（以下「熊本ファミリー銀行」）および株式
会社親和銀行（以下「親和銀行」）は、平成２０年１１月１４日開催の各行取締
役会において、熊本ファミリー銀行および親和銀行が両行の事業再生事業および
不良債権関連事業を会社分割により当行へ承継させることを協議する基本合意書
を締結することについて決議し、同日分割当事会社間で基本合意書を締結いたし
ました。

△ 5

△ 14,812
30,144

　その他
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(単位：百万円)

　注 1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　 2.　元本補てん契約のある信託については、平成２０年９月３０日現在取扱残高がありません。

(平成２０年９月３０日現在)

(参　考)

信 託 財 産 残 高 表

415 415合 計 合 計

現 金 預 け 金

297

118

415金 銭 信 託

金 額

有 価 証 券

資 産 金 額 負 債
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　中 間 連 結 貸 借 対 照 表　  （平成 ２０年 ９月 ３０日現在）　

（単位：百万円）

科　　　　　目

（　負　債　の　部　）

281,655 預 金 6,765,010

93,002 譲 渡 性 預 金 350,749

55,078 コールマネー及び売渡手形 152,458

161,224
債券貸借取引受入担保

金
55,196

3,447 借 用 金 167,000

1,584,871 外 国 為 替 599

5,809,452 社 債 105,596

4,910 そ の 他 負 債 85,163

94,593 退 職 給 付 引 当 金 464

139,789 利 息 返 還 損 失 引 当 金 1,112

10,167
睡眠預金払戻損失引当

金
2,887

33,682 その他の偶発損失引当金 167

64,584 再評価に係る繰延税金負債 32,402

△ 90,080 負 の の れ ん 14

支 払 承 諾 64,584

負 債 の 部 合 計 7,783,408

（　純　資　産　の　部　）

資 本 金 82,329

資 本 剰 余 金 60,587

利 益 剰 余 金 216,675

株 主 資 本 合 計 359,592

その他有価証券評価差額金 6,538

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △1,316

土 地 再 評 価 差 額 金 46,910

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 52,132

少 数 株 主 持 分 51,245

純 資 産 の 部 合 計 462,969

資 産 の 部 合 計 8,246,378 負債及び純資産の部合計 8,246,378

金　　　額

貸 倒 引 当 金

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

金　　　額

（　資　産　の　部　）

科　　　　　目

支 払 承 諾 見 返

債券貸借取引支払保証金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

有 価 証 券

外 国 為 替

そ の 他 資 産

貸 出 金

特 定 取 引 資 産
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中 間 連 結 損 益 計 算 書
平成２０年 ４月　１日  から　　　　
平成２０年 ９月３０日  まで　　　　

（単位：百万円）

　　科　　　　　　目 金 額

経 常 収 益 107,019

資 金 運 用 収 益 76,665

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） 58,463

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） 14,633

役 務 取 引 等 収 益 15,947

特 定 取 引 収 益 93

そ の 他 業 務 収 益 6,721

そ の 他 経 常 収 益 7,591

経 常 費 用 88,355

資 金 調 達 費 用 19,716

（ う ち 預 金 利 息 ） 9,749

役 務 取 引 等 費 用 5,464

そ の 他 業 務 費 用 7,423

営 業 経 費 40,312

そ の 他 経 常 費 用 15,438

経 常 利 益 18,663

特 別 利 益 85

固 定 資 産 処 分 益 85

特 別 損 失 958

固 定 資 産 処 分 損 942

減 損 損 失 16

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 17,790

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,344

法 人 税 等 調 整 額 △2,678

少 数 株 主 利 益 1,240

中 間 純 利 益 9,883



　中間連結財務諸表の作成方針

(1)連結の範囲に関する事項

①連結される子会社及び子法人等 １３社

主要な会社名

福銀オフィスサービス株式会社

福銀事務サービス株式会社

福銀不動産調査株式会社

ふくおか債権回収株式会社

株式会社ＦＦＧカード

株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティング

福岡コンピューターサービス株式会社

ふくぎん保証株式会社

なお、株式会社ＦＦＧビジネスコンサルティングは、設立により当中間連結会計期間から連結しております。

②非連結の子会社及び子法人等は該当ありません。

(2)持分法の適用に関する事項

①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等は該当ありません。

②持分法適用の関連法人等 ３社

会社名

前田証券株式会社

九州技術開発１号投資事業有限責任組合

成長企業応援投資事業有限責任組合

③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は該当ありません。

④持分法非適用の関連法人等は該当ありません。

(3)連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項

①連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。

　１２月末日 　  ３社

　  ９月末日   １０社

②１２月末日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等については、９月末日現在で実施した仮決算に基づ

  く財務諸表により連結しております。

有限会社マーキュリー・アセット・コーポレーション

有限会社ジュピター・アセット・コーポレーション

有限責任中間法人ふくおか・アセット・ホールディングス

Fukuoka Preferred Capital Cayman Limited

Fukuoka Preferred Capital 2 Cayman Limited
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会計処理基準に関する事項

(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバテイブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

(4) 減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

建　物　　３年～５０年
その他　　２年～２０年

無形固定資産（リース資産を除く）

リース資産

(5) 貸倒引当金の計上基準

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者の
うち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ
とができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で
割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積
法）により引き当てております。

上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォル
ト率等に基づき計上しております。

③

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース
期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上
に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としておりま
す。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい
う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に
係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権
については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

①

②

当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上し
ております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
す。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法
（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等
に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均
法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額に
ついては、全部純資産直入法により処理しております。

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等
に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評
価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における
みなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条８項及び銀行法施行令第４条の２
に基づいております。

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基
づいて償却しております。

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として当行と同様の処理を
行っております。

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の
格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引について
は、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負
債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及
び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算
日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日
において決済したものとみなした額により行っております。
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(6) 退職給付引当金の計上基準

過去勤務債務 発生年度に全額を処理
数理計算上の差異

(7) 利息返還損失引当金の計上基準

(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

(9) その他の偶発損失引当金

(10) 外貨建資産・負債の換算基準

(11) リース取引の処理方法

(12) 重要なヘッジ会計の方法

金利リスク・ヘッジ

為替変動リスク・ヘッジ

(13) 消費税等の会計処理

(イ)
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業におけ
る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
監査委員会報告第２４号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッ
ジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一
定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フ
ローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検
証により有効性の評価をしております。

(ロ)

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、貸倒実績率等に基づく処理を行っ
ております。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められ
る額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下のと
おりであります。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数（１０年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理。

当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付してお
ります。

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引
のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する連結会計年度に属するものに
ついては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

利息返還損失引当金は、当行が平成17年度において連結子会社であった株式会社福岡カード
を合併した際に承継した権利・義務に係るもので、利息制限法の上限金利を超過する貸付金
利息等の返還請求に備えるため必要な額を計上しております。

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金に関して、過去の支払実績等を勘案し
て必要と認められる額を計上しております。

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀
行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計
士協会業種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭
債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引
等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポ
ジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税
抜方式によっております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部
署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引
当を行っております。

その他の偶発損失引当金は、業務上発生する可能性のある偶発損失を見積もり、必要と認め
られる額を計上しております。

－15－



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号
平成１９年３月３０日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されること
になったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しておりま
す。

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は６３４百万円、「その
他負債」中のリース債務は６３０百万円増加しておりますが、損益に与える影響額は軽微で
あります。
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　注記事項
　（中間連結貸借対照表関係）

1. 関係会社の株式（及び出資額）総額（連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資額）を除く）

百万円

2.

3.

4. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は542百万円であります。

5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は60,163百万円であります。

6.

なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

7.

8. 担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　　現金預け金 百万円
　　有価証券 百万円
　　その他資産 百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　コールマネー及び売渡手形 百万円
　　債券貸借取引受入担保金 百万円
　　借用金 百万円

9.

72,000

現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法
で自由に処分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は45,411百
万円、当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有しているものは9,588百万円であります。

当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、2,337,978百万円であ
ります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が
2,203,424百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を
与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め
ている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。

また、その他資産のうち保証金は1,833百万円であります。
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま
すが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

55,196
103,400

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
224,503百万円及びその他資産12百万円を差し入れております。

関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は62,774百万円であります。

575,099
116

29,937

2,450

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
169,249百万円であります。

貸出金のうち、破綻先債権額は22,385百万円、延滞債権額は86,157百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に
より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施
行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第
４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3,398
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10.

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める
再評価の方法

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合計
額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額       百万円

11. 有形固定資産の減価償却累計額 百万円

12.

13.

14.

15. １株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　 556 円　42 銭

16. 銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率 9.69 ％

　（中間連結損益計算書関係）

1.

2. １株当たり中間純利益金額 13 円　35 銭

「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額14,455百万円を含んでおります。

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、当行の事業用の
土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の
部に計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布
政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

社債には、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）80,000百万円が含まれております。

52,352

借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
60,000百万円が含まれております。

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条３項）による社債に対する
保証債務の額は37,830百万円であります。

19,168
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　（有価証券関係）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの　（平成２０年９月３０日現在）

国債

合計

（注）

2. その他有価証券で時価のあるもの　（平成２０年９月３０日現在）

株　式

債　券

　国　債

　地方債

　社　債

その他

合　計

（注）1.中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく
　　　　時価により計上したものであります。

  売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を
  時価とみなせない状況であると判断し、経営者の合理的な見積もりに基づく合理的
  に算定された価額を時価としております。その結果、市場価格を時価として算定し
　た場合と比べて有価証券が13,547百万円増加、繰延税金資産が5,457百万円減少、
　その他有価証券評価差額金が8,090百万円増加しております。

　　　2.その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価額）のあるもののうち、
　　　　当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで
　　　　回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結
　　　　貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理
　　　　（以下「減損処理」という。）しております。
　　　　当中間連結会計期間における減損処理額は、2,273百万円であります。
　　　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準にお
　　　　いて、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。

　破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
　要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落
　正常先

取得原価
（百万円）

838,782
237,334
22,075

56,272

495,507

中間連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

時価
（百万円）

7,014
7,014

92,757
92,757

99,771
99,771

579,373

時価は、合理的に算定された価額に基づいて評価しております。

評価差額
（百万円）

26,897
△ 1,950

△ 767
△ 32

△ 1,150578,222
22,042

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

83,170
836,832
236,567

△ 14,352

10,5951,390,562

時価が取得原価に比べて50％以上下落又
は、時価が取得原価に比べ30％以上50％
未満下落したもので市場価格が一定水準
以下で推移等

481,155

1,401,158

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、
法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、
実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後
の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質
破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

従来は、その他有価証券で時価のあるもののうち、時価が取得価額の30％以
上下落した銘柄については、全て当該時価をもって連結貸借対照表価額とす
るとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として減損処理しておりまし
たが、当中間連結会計期間より減損判定基準を金融環境の変化等をふまえ、
上記基準に変更しております。この変更により有価証券の減損額は、10,468
百万円減少しております。

（追加情報）

（追加情報）
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3. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

（平成２０年９月３０日現在）

　　金　　額（百万円）
満期保有目的の債券 ―

その他有価証券

事業債

非上場株式

優先出資証券

投資事業有限責任組合等

（重要な後発事象）

当行、株式会社熊本ファミリー銀行（以下「熊本ファミリー銀行」）および株式
会社親和銀行（以下「親和銀行」）は、平成２０年１１月１４日開催の各行取締
役会において、熊本ファミリー銀行および親和銀行が両行の事業再生事業および
不良債権関連事業を会社分割により当行へ承継させることを協議する基本合意書
を締結することについて決議し、同日分割当事会社間で基本合意書を締結いたし
ました。

7,884

内　　　容

46,619
7,895
25,000
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